
申請窓口申請窓口　市役所市民課・鬼石総合支所鬼　市役所市民課・鬼石総合支所鬼
石振興課石振興課
登録できる人登録できる人　本市の住民票または戸籍に　本市の住民票または戸籍に
記載されている人（除かれた人を含む）記載されている人（除かれた人を含む）
登録に必要な物登録に必要な物　
▷本人通知制度事前登録申込書（申請窓口に▷本人通知制度事前登録申込書（申請窓口に
用意してあるほか、市ホームページからも用意してあるほか、市ホームページからも
ダウンロードできます）ダウンロードできます）
▷マイナンバーカードや運転免許証などの▷マイナンバーカードや運転免許証などの
本人確認書類本人確認書類
▷代理人が申請する場合、委任状および代▷代理人が申請する場合、委任状および代
理人の本人確認書類理人の本人確認書類
※郵送でも申請できます※郵送でも申請できます
登録の有効期限登録の有効期限　無期限　無期限

通知の対象となる証明書通知の対象となる証明書
▷住民票（除票含む）の写し▷住民票（除票含む）の写し
▷住民票記載事項証明書▷住民票記載事項証明書
▷戸籍の附票（除附票含む）の写し▷戸籍の附票（除附票含む）の写し
▷戸籍（除籍、改製原戸籍含む）謄抄本▷戸籍（除籍、改製原戸籍含む）謄抄本
通知の内容通知の内容
▷証明書の交付年月日▷証明書の交付年月日
▷交付した証明書の種類および通数▷交付した証明書の種類および通数
▷交付請求者の種別（代理人または第三者）▷交付請求者の種別（代理人または第三者）
登録事項の変更・廃止登録事項の変更・廃止　住所・氏名に変更が　住所・氏名に変更が
生じた時またはこの制度の利用を廃止しよう生じた時またはこの制度の利用を廃止しよう
とする時は、本人通知制度事前登録（変更・とする時は、本人通知制度事前登録（変更・
廃止）届出書を提出する必要があります廃止）届出書を提出する必要があります
問い合わせ問い合わせ　市民課（☎402256）　市民課（☎402256）

　住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の　住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の
代理人や第三者の請求により交付した場合代理人や第三者の請求により交付した場合
に、交付の事実を本人へ通知する制度です。に、交付の事実を本人へ通知する制度です。
この制度の利用によって不正取得の早期発この制度の利用によって不正取得の早期発
見、不正請求の防止につながります。制度見、不正請求の防止につながります。制度
の利用には事前登録が必要です。の利用には事前登録が必要です。

登録型
本人通知制度

林野火災注意報・林野火災警報林野火災注意報・林野火災警報
１月１日から運用が始まります

　冬から春にかけて乾燥や強風により山や草地で火災が発生しやすくなります。岩手県大船渡市で発
生した大規模林野火災を受け、林野火災の予防上注意が必要な気象状況になった際には、「林野火災注
意報」を発令し、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合火災予防条例に定める火の使用制限について努
力義務が課されます。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を
発令し、同条例に定める火の使用制限について義務が課されます。
　また、注意報や警報の発令にかかわらず、たき火をする際は、消防署へ「火災と紛らわしい行為の
届け出」が必要になることが明確化されました。

問い合わせ　問い合わせ　多野藤岡広域消防本部（☎㉒1306）・地域安全課（☎㉒7444）多野藤岡広域消防本部（☎㉒1306）・地域安全課（☎㉒7444）

直
近
３
日
間
の

直
近
３
日
間
の

　
　
　
　
合
計
降
水
量
が
１

　
　
　
　
合
計
降
水
量
が
１
㎜㎜
以
下
以
下

直近30日間の合計直近30日間の合計
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強風注意報の発令強風注意報の発令

発令基準について

発令時の
火の使用制限

　多野藤岡広域市町村圏振興整備組合火災予
防条例第29条により、以下の「火の使用制限」
がかかります
①山林、原野等で火入れをしないこと
②煙火（花火など）を消費しないこと
③屋外で火遊び、たき火をしないこと
④屋外で引火性、爆発性のある物品その他可
燃物の付近で喫煙をしないこと
⑤山林、原野などの場所で喫煙をしないこと
⑥残火（たばこの吸い殻を含む）、取灰、火粉
を始末すること

※降水が見込まれる場合や積雪がある場合は
発令しないことがあります。

　林野火災注意報は警報発令時の前段階に位置
付けられ、罰則を伴わない努力義務です。一方
林野火災警報については「火の使用制限」に違反
した人に対して30万円以下の罰金または拘留
に処することが消防法で定められています。

情報の入手方法

制限に従わないと…

　林野火災注意報・林野火災警報
が発令された場合は、多野藤岡広
域消防本部のホームページやほっ
とメール、消防車両の巡回などで
周知および広報を行います。

多野藤岡
広域消防本部
ホームページ
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